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○ 被保険者数の状況（Ｒ７.３月末現在） 

計画値と比べ、65 歳以上の第 1号被保険者数は 129 人少ない。 

 
第１号被保険者数 令和６年度 

計画値 19,385 

実績値 19,256 

差 -129 

 
○ 要介護（支援）認定者数の状況（Ｒ７.３月末現在） 

認定者数の合計と計画値との差は-４人で、ほぼ計画値どおりである。 

 

  （第１号被保険者） 

認定者数 計画値 実績値 差 

要支援 1 525 559 ＋34 

要支援 2 603 583 -20 

要介護 1 592 636 ＋44 

要介護 2 458 468 ＋10 

要介護 3 415 391 -24 

要介護 4 475 426 -49 

要介護 5 278 279 +1 

合計 3,346 3,342 -4 

 
○ 認定率（認定者数／被保険者数) （Ｒ７.３月末現在） 

計画値 実績値 

17.3％ 17.4％ 
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○ 給付費の状況 

令和６年度の執行率は、介護給付・予防給付を含めた総給付費（Ⅰ+Ⅱ）で 94.9％

となっており、計画値の範囲内の給付実績となっている。 

なお、給付の特徴としては、介護予防給付費は計画値を上回り、介護給付費は居

宅サービス、地域密着型サービスが計画値を下回り、施設サービスは計画値を上回

っている。 

 

予防給付費   （単位：千円） 

項 目 
R6 年度 

計画値 (A) 
R6 年度 

執行額 (B) 
執行率（％） 

(B)／(A) 

（１）介護予防サービス 194,438 202,480 101.4% 
介護予防訪問サービス      48,723 55,999 114.9% 

介護予防訪問介護 0 2 - 
介護予防訪問入浴介護 0 0 - 
介護予防訪問看護 35,324 42,831 121.3% 
訪問リハビリテーション 5,183 3,498 67.5% 
居宅療養管理指導 8,216 9,668 117.7% 

介護予防通所サービス  45,193 44,002 97.4% 
介護予防通所介護 0 0 - 

通所リハビリテーション 45,193 44,002 97.4% 

介護予防短期入所サービス  2,602 3,169 121.8% 
短期入所生活介護 2,602 2,943 113.1% 

短期入所療養介護 0 226 - 

福祉用具・住宅改修サービス  45,086 45,979 102.0% 

介護予防福祉用具貸与 26,062 27,489 105.5% 
特定福祉用具購入費 2,462 3,552 144.3% 
介護予防住宅改修 16,562 14,938 90.2% 

特定施設入居者生活介護 23,486 24,859 87.6% 

介護予防支援  29,348 28,472 103.3% 

（２）地域密着型サービス 1,207 4,010 332.2% 

認知症対応型通所介護 0 0 - 

小規模多機能型居宅介護 1,207 4,010 332.2% 
認知症対応型共同生活介護 0 0 - 
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予防給付費計（Ⅰ） 195,645 206,481 105.5% 

※単位未満四捨五入のため、合計が合わないことがある。 
介護給付費   （単位：千円） 

項 目 
R6 年度 

計画値 (A) 
R6 年度 

執行額 (B) 
執行率（％） 

(B)／(A) 

（１）居宅サービス 2,921,779 2,644,266 90.5% 
訪問サービス 1,343,676 1,203,476 110.3% 

訪問介護 855,583 752,569 88.0% 
訪問入浴介護 36,534 37,143 101.7% 
訪問看護 300,049 272,399 90.8% 
訪問リハビリテーション 28,491 28,816 101.1% 
居宅療養管理指導 123,019 112,549 91.5% 

通所サービス 694,681 636,139 91.6% 
通所介護 451,995 422,359 93.4% 
通所リハビリテーション 242,686 213,781 88.1% 

短期入所サービス 140,697 124,508 88.5% 
短期入所生活介護 111,029 107,803 97.1% 
短期入所療養介護 29,668 16,705 56.3% 

福祉用具・住宅改修サービス 190,482 178,365 93.6% 
福祉用具貸与 169,761 157,412 92.7% 
福祉用具購入費 3,549 7,024 197.9% 
住宅改修費 17,172 13,929 81.1% 

特定施設入居者生活介護 303,223 267,647 88.3% 
居宅介護支援 249,020 234,130 94.0% 

（２）地域密着型サービス 696,006 648,468 93.2% 

定期巡回夜間対応型 
 訪問介護看護 

52,127 31,540 60.5% 

夜間対応型訪問介護 0 0 - 
認知症対応型通所介護 41,076 41,335 100.6% 
小規模多機能型居宅介護 95,674 96,875 101.3% 
認知症対応型共同生活介護 263,006 242,463 92.2% 

地域密着型特定施設 
 入居者生活介護 

0 0 - 

地域密着型介護老人 102,842 95,313 92.7% 
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 福祉施設入所者生活介護 

看護小規模多機能型居宅介護 0 0 - 

地域密着型通所介護 141,281 140,942 99.8% 

項 目 
R6 年度 

計画値 (A) 
R6 年度 

執行額 (B) 
執行率（％） 

(B)／(A) 

（３）介護保険施設サービス 1,461,995 1,461,995 103.5% 
介護老人福祉施設 596,046 622,000 104.4% 
介護老人保健施設 726,164 726,078 100.0% 
介護療養型医療施設 0 1,075 ‐ 
介護医療院 90,861 112,842 124.2% 

介護給付費計（Ⅱ） 5,030,856 4,754,729 94.5% 

※単位未満四捨五入のため、合計が合わな

いことがある。 
 

    （単位：千円） 

項 目 
R6 年度 

計画値 (A) 
R6 年度 

執行額 (B) 
執行率（％） 

(B)／(A) 

総給付費（Ⅰ+Ⅱ） 5,226,501 4,961,210 94.9% 

    
その他給付費   （単位：千円） 

項 目 
R6 年度 

計画値 (A) 
R6 年度 

執行額 (B) 
執行率（％） 

(B)／(A) 

特定入所者介護サービス等費 73,964 50,508 68.3% 
高額介護サービス等費 153,923 150,699 97.9% 

高額医療合算介護サービス費 30,280 28,547 94.3% 

審査支払手数料 3,039 3,194 105.1% 

その他給付費計（Ⅲ） 261,206 232,948 89.2% 

 

    
（単位：千円） 

  
R5 年度 

計画値 (A) 
R5 年度 

執行額 (B) 
執行率（％） 

(B)／(A) 

合計（Ⅰ）+（Ⅱ）+（Ⅲ） 5,487,707 5,194,158 94.7% 
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○ 日進市内の指定介護サービス事業者の状況（R7.3 末現在) 

（１） 居宅サービス 
区分 指定事業者数 

（介護） 
指定事業者数 
（予防） 

訪問介護 19   

訪問入浴介護 0 0 
訪問看護 12 12 
訪問リハビリテーション （診療所等みなし

指定除く）3 
（診療所等みな

し指定除く）3 
通所介護 11   

通所リハビリテーション 3 3 
短期入所生活介護 4 4 
短期入所療養介護 3 3 
居宅療養管理指導 （診療所等みなし指定） 
福祉用具貸与 2 2 
福祉用具販売 2 2 
特定施設入居者生活介護 4 4 
居宅介護支援 17 3 

（２）地域密着型サービス 
区分 指定事業者数 

（介護） 
指定事業者数 
（予防） 

定期巡回随時対応型訪問介護看護 1  
夜間対応型訪問介護 0  
認知症対応型通所介護 2 2 
小規模多機能型居宅介護 2 2 
認知症対応型共同生活介護 5 5 
地域密着型特定施設入所者生活介護 0  
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 1  
看護小規模多機能型居宅介護 0  
地域密着型通所介護 7  

 
（３）施設サービス           （４）介護予防・日常生活支援総合事業 

区分 指定事業者数  区分 指定事業者数 指定事業者数 
介護老人福祉施設   3   (相当サービス) (A 型サービス) 
介護老人保健施設 3  訪問型 13 8 
介護医療院 1  通所型 14 8 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 
タイトル サービス見込み量に関する取組と目標 

 
現状と課題 

日進市では、近隣市町と比べて介護サービス事業所の数が多く、サービス提供が充実し

ている傾向にあるが、すでに７５歳以上の被保険者数が６５歳から７４歳までの被保険者

数を上回っており、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症対応型共同生活介

護事業所の整備を進めていく必要がある。 

一方で、介護サービス事業所の閉鎖（居宅介護支援、訪問介護等）もあったので、在宅

サービスと施設・居住系サービスの整備を並行して進めていく必要がある。 

第９期における具体的な取組 
第９期計画において「整備を検討する」とした各サービス需要及び市内事業所の整備意

向を行い、需要が高く、実現性のあるサービスを把握する。 

整備が必要な認知症対応型共同生活介護事業所については、整備規模及び詳細なスケジ

ュールを検討していき、公募等を行い整備実現に向けて道筋をつける。 

 特定施設入居者生活介護事業所については、住宅型有料老人ホームからの移行により増

床する。指定権のない介護サービス事業所等の開設に関する相談については、指定権者と

情報交換、共有に努めて、市内での開設の支援を行う。 

目標（事業内容、指標等） 
・認知症対応型共同生活介護事業所の整備 

・特定施設入居者生活介護事業所の増床 

・看護小規模多機能型居宅介護の整備の検討 

目標の評価方法 
 時点 

□中間見直しあり 
■実績評価のみ 

 評価の方法 
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取組と目標に対する自己評価シート 

 
令和 6 年度 サービス利用見込み量に関する取組と目標 

 
前期（中間見直し） 

実施内容 
 

自己評価結果 
 

課題と対応策 
 

 
後期（実績評価） 

実施内容 
第９期介護保険事業計画に定められた地域密着型サービスの施設整備について、各事業所

の入所状況について把握に努めた。 

自己評価結果 
市内事業所の整備意向や入所状況から、認知症対応型共同生活介護のサービス需要がある

ことが把握できた。 

課題と対応策 
第９期中の整備に向けて、認知症対応型共同生活介護の整備ユニット数やスケジュール等

の詳細な計画を立てる。また、看護小規模多機能型居宅介護（複合型サービス）について

は、参入や事業拡大の希望がある事業所に働きかけをしていく必要がある。 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 
タイトル 介護給付適正化に関する取組と目標 

 
現状と課題 
【現状】 

・本市の人口は増加し続けており、人口総数の増加に応じて高齢者数も増加し続けてい

る。（令和 4 年 4 月：18,835 人 ⇒ 令和 7 年 4 月：19,240 人） 

・2028 年までの高齢化率は約 20％で推移するものの、2040 年には高齢化率が 27.5％と見

込んでいる。また、すでに後期高齢者数が前期高齢者数を上回っている。 

【課題】 

・高齢者数の増加及び後期高齢者の占める割合の上昇に、要介護等認定者数及び給付費の

増加が予想される。 

第９期における具体的な取組 
・給付適正化事業と以下の３つを実施する事としている。 

① 要介護認定の適正化 

② ケアプラン等の点検 

③ 医療情報の突合・縦覧点検 

 

・特にケアプランの点検については、居宅介護支援事業所への運営指導時と介護認定の認

定データと給付実績データを突合したケアプラン点検を合わせて実施する。 

目標（事業内容、指標等） 
① 全ての要介護認定調査について、市職員による事後点検を実施する。 

② ケアプラン点検については、国の定める最低基準である 6 年に 1 度の運営指導に対し

て、目標とされる 3 年に 1 度程度の頻度で行うこと、また、定期的に介護認定の認定

データと給付実績データで合致しない事例について行う。住宅改修については、特別

給付の対象となる工事の施工前訪問調査を行う。 

愛知県国民健康保険団体連合会から提供される資料をもとに突合を行う。 

目標の評価方法 
 時点 

□中間見直しあり 
■実績評価のみ 

 評価の方法 
各取り組みの実施状況 
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取組と目標に対する自己評価シート 

 
令和 6 年度 介護給付適正化に関する取組と目標 

 
前期（中間見直し） 

実施内容 
 

自己評価結果 
 

課題と対応策 
 

 
後期（実績評価） 

実施内容 
① 要介護認定調査について、市職員による事後点検を実施する。 

② 運営指導を１４事業所に対して行い、集団指導をオンライン開催した。また、介護認

定の認定データと給付実績データで合致しない事例についてケアプラン点検を行っ

た。 

③ 特別給付の対象となる工事については施工前訪問調査を行う。 

④ 愛知県国民健康保険団体連合会から提供される資料を基に突合を行う。 

自己評価結果 
① 全ての要介護認定調査について、市職員による事後点検を実施した。 

② 目標である 3 年に 1 度の実地指導の頻度で実施することができた。 

③ 全ての特別給付の対象となる工事については施工前訪問調査を行った。 

④ 12 か月分の給付実績について突合確認を行った。 

課題と対応策 
① 事後点検について、担当者間で情報を共有した結果を、調査員へフィードバックした。

今後は調査員に対して調査項目の解釈に関するアンケートを行い、より効果的な研修、

情報共有を行う。 

② ケアプラン点検の中には個別サービス計画の確認が必要となる事例もあるので、個別

サービス計画を合わせて確認し、ケアプランの見直しを指導する事例を研究する。 

③ 特になし 

④ 特になし 
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取組と目標に対する自己評価シート（フェイスシート） 

 
タイトル 介護予防・重度化防止の推進 保健事業と介護予防の一体的実施 

 
現状と課題 
【現状】 

・高齢者人口 19,020 人増加傾向、高齢化率 20.3%（2023 推計値）、県内 38 位/44 位、全国

1517 位/1558 位（見える化システム 2025.10 月）であり、平均寿命は男性全国４位（平

均寿命の男女差全国４位）と高齢化率は低い。団塊の世代が後期高齢者に完全移行し 65

歳以上人口のうち 75～79 歳が一番のボリューム層になっている 

・要介護認定率 17.4%県内 19 位/44 位、全国 1088 位/1558 位（見える化システム 2025.11

月時点）であり順位としては低くない。 

・平均自立期間男性 83.2 歳、女性 85.4 歳 

・介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、ⅠＡＤＬが低い高齢者の割合は 5.1％、認知

症チェックリストにおいて 3 項目以上該当する方の割合は 33.9％などとなっている。 

 （ゆめプラン） 

・フレイル予防調査では、「低体重（やせ）」の割合は 7.6％、歩く速度が遅くなってきた

と思う割合は 49.8％などとなっている。 

・通いの場 109 箇所、月 1 回以上の参加者 2331 人（R5） 

・医療（後期高齢者医療制度）では、骨折（入院医療費）は減少傾向ではあるが、中分類

分析で第２位と、上位となっている。 

・要介護者の疾病としては、高血圧症が R5 年度 55.7%、筋・骨格が R5 年度 59.4%と高い 

割合、脳疾患が R5 年度 28.1%で県（23.0％）・国（22.2％）と比較し高い。 

【課題】 

・要介護認定率から 75～79 歳をターゲットとし平均自立期間（男性 83.2 歳、女性 85.4

歳）を意識した予防的介入が重要 

・フレイルリスクレベルに応じた介入が重要 

・社会参加による日常生活における活動量（IADL,ADL）維持・閉じこもり予防対策が必要 

第９期における具体的な取組 
・保健事業と介護予防の一体的実施 

・介護予防・日常生活支援総合事業の推進 

  データ活用による事業対象者の掘り起こし、フレイルレベル・健康課題に着目した一

般介護予防事業実施、通いの場参加者データ取得、介護予防ケアマネジメント質の向

上、リハビリテーション活動支援事業機能の充実） 

・就労・社会参加機会の充実 住民主体の移動支援 

目標（事業内容、指標等） 
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（1）ポピュレーションアプローチ 

 ①通知による啓発１回（全被保者）②通いの場新規立ち上げ把握件数 1 か所 

（2）ハイリスクアプローチ：4 事業実施 

（3）総合事業でのデータ活用：2 事業実施 

（4）フレイルレベル・健康課題に着目した一般介護予防事業 

①オーラルフレイル予防教室 1 回 15 人、カラオケ機器による口腔体操 800 人 

②介護予防講演会 1 回 50 人 

③健口健食げんき教室３回（実）15 人 

（5）通いの場参加者のデータ取得 

（6）介護予防ケアマネジメントの質の向上：地域ケア会議 12 回 

（7）リハビリテーション職同行訪問利用件数 24 件 

（8）移動支援 9 団体  

目標の評価方法 
 時点 

■中間見直しあり 
□実績評価のみ 

 評価の方法 
・進捗管理シートにて経年管理 
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取組と目標に対する自己評価シート 

 
年度 介護予防・重度化防止の推進 保健事業と介護予防の一体的実施 

後期（実績評価） 
実施内容 
（1）ポピュレーションアプローチ 令和 6 年度テーマ骨折・骨粗しょう症 

   ※記載はテーマに沿った内容を中心に 

 ①通知（介護保険料決定通知同封）による啓発１回 

②通いの場新規立ち上げ把握 1 か所（東山） 

③骨チェックと骨粗しょう症予防チラシ配布 1,063 人 

④にっしんテレビ 6 月号「元気をいっぱいつくるプロジェクト」視聴回数 639 回 

 （グランパス選手・理学療法士を活用し、フレイル予防・ロコモ体操・健診案内動画） 

（2）ハイリスクアプローチ：4 事業実施（糖尿病 2 事業、栄養 1 事業、健康状態不明者 1 

事業（フレイルリスク者へ栄養支援実施）） 

（3）総合事業でのデータ活用：2 事業実施（短期集中予防サービス 1 事業、一般介護予防 

事業 1 事業） 

（4）フレイルレベル・健康課題に着目した一般介護予防事業 

①オーラルフレイル予防教室 1 回 15 人、カラオケ機器を活用した介護予防体操等（コ 

ミュニティサロン、おたっしゃハウス）2663 人  

②介護予防講演会 1 回 100 人（テーマ二次骨折予防講話（医師）とロコモ体操（理学療 

法士）） 

③健口健食げんき教室３回（実）９人 

（5）ICT 機器を活用し、参加者個人データ取得。フレイル質問結果データを健康管理シス 

テムに格納。 

（6）介護予防ケアマネジメントの質の向上：地域ケア会議 31 回、厚生労働省支援事業活

用しケアマネジメントの質向上の取り組み（活動・サービス C を中心とした総合事業

の整理、自立支援・社会参加についての規範的統合、２次アセスメントシート作成・

活用） 

（7）リハビリテーション職同行訪問利用件数 24 件  

（8）移動支援 10 団体 

自己評価結果【〇】 
・介護保険事業だけでなく、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業と連携した事 

業を展開することができた。具体的には関係 5 課と高齢者の保健事業と介護予防の一体 

的実施推進のための検討部会にて、健康課題の共有と各課の事業の目的・実施内容・対 

象者・事業効果を整理、またフレイルの視点である口腔・栄養・運動のカテゴリーごと 

に分け、またリスクレベルに応じた教室を行うことができた。口腔事業は、R5 誤嚥⇒R6 

咀嚼にテーマを変更したことで教室参加者数が増加。カラオケ機器を活用した介護予防 

体操・歌は活用事業数増加（686 人⇒2663 人）。また、骨折・骨粗しょう症については 
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企業の協力の下多角的なアプローチ方法にて啓発をすることができた。 

・介護予防ケアマネジメントについては、ケア会議だけでなく根本的な視点で介護予防ケ 

アマネジメントの見直しをアドバイザーチームの支援にて行うことができた。また総合 

事業ガイドライン改正内容にも着目し、日進市における総合事業対象者とサービスを利

用した効果を意識し整理することができた。 

・移動支援 9⇒10 団体 

課題と対応策 
・栄養をテーマにした教室は、参加者数が少なかったことや、参加者はバランスの良い食

事習慣がある等健康意識が高い者が多いことから教室スタイルでの実施が適切か見直

しが必要。要支援状態になると IADL 低下で食料品調達に困難になっていく点を踏まえ

て、大学を会場とするよりも高齢者にとって身近なスーパー等の場を活用し、スーパー

に買い物に来る高齢者を対象にした低栄養予防事業ができないか検討する。 

・カラオケ機器活用した介護予防体操は、利用件数が増加。コンテンツは安定した利用が

できることがメリットではあることから、事業内での活用だけでなく、カラオケ機器を

主で利用する団体にも介護予防目的を啓発する等含め事業拡充の方法を検討する。 

・伴走的支援にてインフォーマル・フォーマルサービス含めて情報の整理をすることがで

きたが、それ以上に、相談窓口に来所する高齢者やその家族がサービス利用前提で相談来

所する等介護予防に重きを置いた介護予防ケアマネジメントを実施しづらい状況がある

ことが浮き彫りになった。背景として総合事業そのものの目的やサービス利用で求められ

る効果について市民の理解が不十分であるという課題が考えられる。この課題を解決する

ために、市民への啓発方法の再検討・給付担当課の見解とのすり合わせ・包括職員の認識

のズレの確認・修正作業を行うことで、介護予防・自立支援の考え方について規範的統合

を行う。 

 


